
自筆証書遺言書保管制度早わかりガイド 

１ 自筆証書遺言書保管制度のついて  



２ 自筆証書遺言保管制度で遺言者ができること            
【 １】 遺言 書の保 管申請  

・ 遺 言 者 は ，遺 言 書 保 管 所 (法 務 局 )に 対 し て ，自 身 の 自 筆 証 書 遺 言 に 係 る 遺 言 書 の  

保 管 の 申 請 を 行 い ， 遺 言 書 を 預 け る こ と が で き ま す 。  

・ 一 度 保 管 し た 遺 言 書 は ， 保 管 の 申 請 の 撤 回 を し な い 限 り ， 返 却 さ れ ま せ ん 。  

 
＜ ス テ ッ プ １ ＞  自 筆 証 書 遺 言 に 係 る 遺 言 書 を 作 成 す る         

遺 言 書 は 遺 言 者 自 身 で 作 成 す る 必 要 が あ り ま す 。  
 

＜ ス テ ッ プ ２ ＞  保 管 の 申 請 を す る 遺 言 書 保 管 所 を 決 め る       
① 保 管 の 申 請 は ， 次 の い ず れ か の 遺 言 書 保 管 所 の 中 か ら 選 択 し て 行 い ま す 。  

o  遺 言 者 の 住 所 地 を 管 轄 す る 遺 言 書 保 管 所  

o  遺 言 者 の 本 籍 地 を 管 轄 す る 遺 言 書 保 管 所  

o  遺 言 者 が 所 有 す る 不 動 産 の 所 在 地 を 管 轄 す る 遺 言 書 保 管 所  

② た だ し ， ２ 通 目 以 降 ， 追 加 で 保 管 の 申 請 を す る 場 合 は ， 最 初 に 保 管 の 申 請 を  

し た 遺 言 書 保 管 所 に 対 し て し か 行 う こ と が で き ま せ ん 。  

 

＜ ス テ ッ プ ３ ＞  遺 言 書 の 保 管 申 請 書 を 作 成 す る           
・ 保 管 申 請 書 に 必 要 事 項 を 記 入 し ま す 。  

 
＜ ス テ ッ プ ４ ＞  保 管 の 申 請 の 予 約 を す る               

・ 都 合 の 良 い 日 時 で ， ＜ ス テ ッ プ ２ ＞ で 決 め た 遺 言 書 保 管 所 の 予 約 を 取 り ま  
す 。  

 

＜ ス テ ッ プ ５ ＞  遺 言 書 保 管 所 に 行 き ， 保 管 の 申 請 を す る       
・ 予 約 し た 日 時 に 遺 言 者 本 人 が ， 遺 言 書 保 管 所 へ 行 き ま す 。  

〔 持 参 す る も の ］  

（ １ ） 遺 言 書  

（ ２ ） 保 管 申 請 書  

（ ３ ） 添 付 書 類 （ 住 民 票 の 写 し 等 （ 作 成 後 ３ か 月 以 内 ） ）  

（ ４ ） 顔 写 真 付 き の 官 公 署 か ら 発 行 さ れ た 身 分 証 明 書 （ 運 転 免 許 証 ， マ イ ナ ン

バ ー カ ー ド 等 ）  

（ ５ ） 手 数 料 （ 遺 言 書 １ 通 に つ き ， 3,900 円 ）  

 

＜ ス テ ッ プ ６ ＞  最 後 に 保 管 証 を 受 け 取 る               
・ 手 続 終 了 後 ， 「 保 管 証 」 を 受 け 取 り ま す 。  

 

【 2】 遺言 書の閲 覧請求： 預けた 遺言書を 見るこ と  
・ 遺 言 者 は ， 預 け て い る 遺 言 書 の 内 容 を 確 認 し た い と き は ， 遺 言 書 保 管 所 (法 務  

局 )に 対 し て ， 遺 言 者 ご 自 身 の 遺 言 書 の 閲 覧 の 請 求 を す る こ と が で き ま す 。  

・ 遺 言 者 の 生 前 に 遺 言 書 の 閲 覧 の 請 求 が で き る の は ， そ の 遺 言 書 を 作 成 し た 遺  

言 者 本 人 の み で す 。 （ 本 人 以 外 は 不 可 ）  

＜ ス テ ッ プ １ ＞  モ ニ タ ー 閲 覧 を 行 う か 原 本 閲 覧 を 行 う か を 決 め る   

 

＜ ス テ ッ プ ２ ＞  閲 覧 の 請 求 を す る 遺 言 書 保 管 所 を 決 め る       
閲 覧 の 請 求 が で き る 遺 言 書 保 管 所 は 次 の と お り で す 。  

＊ モ ニ タ ー 閲 覧 ： 全 国 す べ て の 遺 言 書 保 管 所  

＊ 原 本 閲 覧 ： 遺 言 書 の 原 本 が 保 管 さ れ て い る 遺 言 書 保 管 所 の み  



＜ ス テ ッ プ ３ ＞  閲 覧 の 請 求 書 を 作 成 す る              

 

＜ ス テ ッ プ ４ ＞  閲 覧 の 請 求 の 予 約 を す る                

 

＜ ス テ ッ プ ５ ＞  遺 言 書 保 管 所 へ 行 き ， 閲 覧 の 請 求 を す る       
〔 持 参 す る も の ］  
（ １ ） 閲 覧 の 請 求 書  

（ ２ ） 顔 写 真 付 き の 官 公 署 か ら 発 行 さ れ た 身 分 証 明 書  

（ 運 転 免 許 証 ， マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 ）  

（ ３ ） 手 数 料  ＊ モ ニ タ ー 閲 覧 ： １ 回 に つ き ， 1,400 円  

＊ 原 本 閲 覧 ： １ 回 に つ き ， 1,700 円  

 

【 3】 遺言 書の保 管の申請 撤回： 預けた遺 言書 の 返還  
・ 遺 言 書 保 管 所 に 遺 言 書 を 預 け て い る 遺 言 者 は ， 預 け て い る 遺 言 書 の 保 管 を と  

り や め た い 場 合 ， 遺 言 書 保 管 所 に 対 し て ， 遺 言 書 の 保 管 の 申 請 の 撤 回 を 行 い ，  

遺 言 書 の 返 還 を 受 け る こ と が で き ま す 。  

・ 預 け て い る 遺 言 書 の 内 容 を 変 更 し た い 場 合 は ， 一 度 撤 回 の 上 ， 遺 言 書 の 内 容  

を 変 更 し て 再 度 保 管 の 申 請 を す る こ と を お す す め し ま す 。 な お ， 保 管 の 申 請 の  

撤 回 は ， 遺 言 の 効 力 と は 関 係 あ り ま せ ん 。  

 

【 ４】 変更 の届出  
・ 遺 言 書 保 管 所 に 遺 言 書 を 預 け て い る 遺 言 者 は ， 以 下 に つ い て 変 更 が 生 じ た 場  

合 は 速 や か に 遺 言 書 保 管 所 に 届 け 出 な け れ ば な り ま せ ん 。  

・ 遺 言 者 自 身 の 氏 名 ， 出 生 の 年 月 日 ， 住 所 ， 本 籍 （ 又 は 国 籍 ） 及 び 筆 頭 者  

・ 遺 言 書 に 記 載 し た 受 遺 者 等 ・ 遺 言 執 行 者 等 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 等  

・ 変 更 の 届 出 は ， 遺 言 者 本 人 又 は 遺 言 者 の 親 権 者 や 成 年 後 見 人 等 の 法 定 代 理 人  

が 行 う こ と が で き ま す 。  

 

３ 自筆証書遺言保管制度で相続人等の方ができること            
【遺言者の方が亡くなった後（相続開始後）に行うことができること】  
【１】 遺言書保管事実証明書の交付の請求 
・家 族・知 り 合 い 等 が 作 成 し た 遺 言 書 で ，自 分 を 相 続 人 や 受 遺 者 等・遺 言 執 行 者 等 と  

す る 遺 言 書 が 遺 言 書 保 管 所 （ 法 務 局 ） へ 預 け ら れ て い る か ど う か を 確 認 す る こ と  

・ 手 続 の で き る 方 ： ① 相 続 人 ， 受 遺 者 等 ・ 遺 言 者 執 行 者 等 の 方  

② 上 記 の 方 の 親 権 者 ， 成 年 後 見 人 等 の 法 定 代 理 人  

・手数料： 証 明 書 1 通 に つ き 、 800 円  
 

【２】 遺言書情報証明書の交付の請求 

・ 相 続 人 等 の 方 に 関 係 す る 遺 言 書 の 内 容 の 証 明 書 を 取 得 す る こ と  

 こ の 証 明 書 は ，遺 言 書 の 画 像 情 報 が 全 て 印 刷 さ れ て お り ，遺 言 書 の 内 容 を 確 認 す る

こ と が で き ま す 。ま た ，遺 言 書 保 管 所 に 保 管 さ れ た 遺 言 書 は ，遺 言 者 自 身 か ら の 撤 回

以 外 に は ，相 続 人 で あ っ て も 返 還 す る こ と は で き な い の で ，遺 言 書 原 本 の 代 わ り と し

て 各 種 手 続 に 使 用 す る こ と が で き ま す 。 ※ 家 庭 裁 判 所 で の 検 認 の 手 続 は 不 要 で す 。  

・ 手 続 の で き る 方 ： ① 相 続 人 ， 受 遺 者 等 ・ 遺 言 者 執 行 者 等 の 方  

② 上 記 の 方 の 親 権 者 や 成 年 後 見 人 等 の 法 定 代 理 人  

＜ステップ１＞ 交付請求を行う遺言書保管所を決める（郵送でも可） 

 



＜ステップ２＞ 交付請求書を作成する 

 

＜ステップ３＞ 交付請求の予約をする（郵送による場合を除く） 

 

＜ステップ４＞ 遺言書保管所に交付請求する 

【遺言書保管所に行く場合】 

1. ①予約した日時に，遺言書保管所へ行く。 

2. ②必ず以下の（１）から（４）を持参する。  

【遺言書保管所に郵送する場合】 

以下の（１），（２），（４）及び自身の住所を記載した返信用封筒と切手を遺言書保管所に郵送 

（１）交付請求書 

（２）添付書類 

※(ｱ)及び(ｲ)の両方を必ず確認 

(ｱ)手続に共通して必要となるもの：以下のチャートに応じて用意 

 
※関係遺言書保管通知の送付を受けた方が請求する場合，(ｱ)の添付書類は不要です。  

(請求人の氏名・住所が記載された住民票の写し等は必要です。) 

※死亡時通知(通知のタイトルに「（指定による通知対象者用）」という記載がされているもの）のみの場合

は添付書類が必要です。 

(ｲ)請求者に応じて必要となるもの 

(A)請求者が数次相続人（相続人の相続人）の場合：請求者が遺言者の相続人に該当することを証明する事

項（戸籍謄本等） 

(B)請求者が相続人以外（受遺者等・遺言執行者等）の場合：請求者の住民票の写し 

※ コピーの場合は，請求者の原本証明が必要です。 

※ 原本証明は，コピーした書面に「原本に相違ない」と記載し，その横に請求者本人が記名してください。 

(C)請求者が法人の場合：法人の代表者事項証明書（作成後３か月以内） 

(D)法定代理人が請求する場合：戸籍謄本（親権者）（作成後３か月以内） 

登記事項証明書（成年後見人等）（作成後３か月以内）等 

https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html


（３）顔写真付きの官公署から発行された身分証明書（運転免許証，マイナンバーカード等） 

※請求者の本人確認のため必須となります。 

※有効期限のある身分証明書については，期限内である必要があります。 

（４）手数料：証明書１通につき，1,400 円 

 

＜ステップ５＞ 証明書を受け取る 

・遺言書保管所（窓口）で受け取る場合 

顔写真付きの身分証明書（運転免許証，マイナンバーカード等）により，請求者の本人確認をした後，証 

明書を受け取ります。 

・郵送により受け取る場合：請求者の住民票上の住所に宛てて証明書を送付されます。 

※ その他の相続人等への通知 

相続人等のどなたかが，遺言書情報証明書の交付を受けると，遺言書保管官は，その方以外の全ての相続 

人等に対して，関係する遺言書を保管している旨を通知します。 

 

【3】 遺言書の閲覧（モニター/原本）の請求 

・相続人等の方は，遺言書の内容を確認するため，遺言書保管所に対して遺言書の閲覧請求をすることがで 

きます。 

・手続のできる方：①相続人，受遺者等・遺言者執行者等の方 

②上記の方の親権者や成年後見人等の法定代理人 

・手数料：➀モニター閲覧：1 回につき 1,400 円 

     ②原本閲覧：1 回につき、1,700 円 

 

４ 10 通知    〜通知が届きます〜                         

【通知の目的】                           
遺言書保管所では，遺言書を長期間適正に管理・保管されますが，本制度の最終的な目的は，遺言者死亡

後，遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等（以下合わせて「関係相続人等」とい

います。）において，閲覧や遺言書情報証明書を取得（以下「閲覧等」といいます。）し，遺言書の内容を知

ってもらうことです。 

生前，遺言書保管所に遺言書を預けていることを，遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合又は一切

誰にも伝えていない場合，遺言者死亡後，全ての関係相続人等がその事実に気付くことは困難です。 

そこで，一定の条件の下，遺言書保管所から，遺言書を保管していることの通知が届くことで，関係相続

人等に手続を促すこととしています。 

 

【１】 関係遺言書保管通知について 

（1）概要 

 この通知は，遺言者死亡後，関係相続人等が，（１）遺言書の閲覧や（２）遺言書情報証明書の交付を受

けたとき（以下合わせて「閲覧等」といいます。），その他全ての関係相続人等に対して，遺言書保管官が，

遺言書が遺言書保管所に保管されていることを知らせるものです。 

 

（２）手続 

遺言者・関係相続人等双方とも，特段の手続は不要です。 

※この通知は，関係相続人等のうちのいずれかの方が，特定の遺言者の遺言書の閲覧等をしたことにより，

その添付書類から，遺言書保管官が，当該遺言者が死亡したことを確認できるため，その他の関係相続人等

にお知らせすることが可能となるため実施するものです。 



※遺言者死亡後であっても，関係相続人等のうちのいずれかの方が，遺言書の閲覧等をしなければ，通知

はされません。 

 

【２】 死亡通知について 

（1）概要 

この通知は，遺言者が希望する場合に限り実施します。戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の

死亡の事実を確認した場合に，あらかじめ遺言者が指定した方１名に対して，遺言書が保管されている旨を

知らせるものです。 

遺言書が保管されている事実を，一番早く，確実に伝えたいと考える方を対象とすることをおすすめし

ます。 

 

（２）手続 

遺言者において，遺言書の保管の申請時に，以下に掲げる様式により，同意事項に同意し，死亡時通知の

対象者１名を指定する必要があります。対象者は遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載した受遺者等及

び遺言執行者等の中から選択します。 

 
 

【関係相続人が通知を受け取った場合】                           

通知は，その名宛人の方に対して，その方に関係する遺言書が遺言書保管所に保管されていることを知ら

せるものです。 

これだけでは，遺言書の内容は分かりませんので，これらの通知を受領したら，最寄りの遺言書保管所に

おいて，その遺言の内容を確認するため，閲覧や遺言書情報証明書の交付の請求を行います。 

【遺言者へ確実な通知のために】                    
通知は，確実に関係相続人等の元へ届くことが必要です。そのため，遺言書の保管の申請時において，遺

言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等の方々の正確な氏名又は名称及び住所の記載が必要です。 

保管の申請時の添付書類ではありませんが，それらの事項の記載に当たっては，可能な限り，住民票の写

し等の正確な記載をします。 

また，保管の申請時以降，受遺者等及び遺言執行者等として遺言書に記載した方々についての転居等の変

更や，死亡時通知の対象者として指定した推定相続人との間での身分関係の変更等がある場合には，変更

の届出をしてください。この届出は，全国どこの遺言書保管所に対しても可能です。 


